
御意見
ごいけん

、御質問
ごしつもん

等
とう

一覧表
いちらんひょう

(令和
れいわ

２年度
ねんど

第
だい

1回
かい

 障害者
しょうがいしゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

支援
しえん

地域
ちいき

協議会
きょうぎかい

）

１　相談受付状況等
そうだんうけつけじょうきょうとう

について（報告
ほうこく

）について

委員
いいん

氏名
しめい

内容
ないよう

1 川内
かわうち

　美彦
よしひこ

　委員
いいん

①２ 平成
へいせい

３１年度（令和元年度）
ねんど（れいわがんねんど）

の受付状況
うけつけじょうきょう

（１）相談件数
そうだんけんすう

の円
えん

グラフにおいてH30の相談件数
そうだんけんすう

の47％が「その他
た

」になっている。一方
いっぽう

H31ではその他
た

は７％

だが、法等
ほうとう

にかかる相談等
そうだんとう

、H30にはない項目
こうもく

がある。H30のその他
た

はH31の法等
ほうとう

に係
かか

る相談
そうだん

、苦情
くじょう

・要望
ようぼう

、個人間
こじんかん

のトラブル、その他
た

を合算
がっさん

したものと考

えてよいか。

②資料
しりょう

3-2の最後
さいご

の新幹線
しんかんせん

の情報
じょうほう

は古
ふる

いのでこちらがいいかと思
おも

います。



2 曽田
そだ

　夏
なつ

記
き

　委員
いいん

１．資料
しりょう

3-1における性別統計
せいべつとうけい

について

・前回
ぜんかい

の当方提案
とうほうていあん

を踏
ふ

まえ、性別
せいべつ

の集計
しゅうけい

を（４）で追加
ついか

して頂
いただ

き感謝申
かんしゃもうしあげます

し上げます。

・今後
こんご

について、一点
いってん

だけ提案
ていあん

があります。

（７）の当事者
とうじしゃ

の障害種別
しょうがいしゅべつ

ごとの相談分野
そうだんぶんや

、と同様
どうよう

に、（８）で当事者
とうじしゃ

の性別
せいべつ

ごとの相談分野
そうだんぶんや

についてクロス統計
とうけい

を取
と

って頂
いただ

けないでしょうか。前回
ぜんかい

もお話
はな

した

とおり、障害女性
しょうがいじょせい

が特定
とくてい

の分野
ぶんや

で複合差別
ふくごうさべつ

を受
う

けている実態
じったい

があります。例
たと

えば、雇用
こよう

の分野
ぶんや

では以下
いか

のような事例
じれい

が寄
よ

せられています。

‣３０代
だい

の肢体不自由
したいふじゆう

の女性
じょせい

は、ある企業
きぎょう

の就職面接
しゅうしょくめんせつ

で、「うちは本当
ほんとう

なら障害者
しょうがいしゃ

は要
い

らないんだよ。でも社会的立場上
しゃかいてきたちばじょう

、面接
めんせつ

くらいはしないとね。だから期
き

待
たい

しないでね。まだ男性
だんせい

で見
み

た目
め

に分
わ

からん障害
しょうがい

やったらエエねんけどな～。一応
いちおう

は面接
めんせつ

はしてあげたからもう良
よ

いでしょ。」と言
い

われた。

・性別統計
せいべつとうけい

は、相談分野
そうだんぶんや

とのクロス統計
とうけい

をとって初
はじ

めて意味
いみ

が出
で

てくると思
おも

います。

・障害女性
しょうがいじょせい

の複合差別
ふくごうさべつ

の実態
じったい

は統計未整備
とうけいみせいび

のため明
あき

らかになっておらず、生活実態調査等
せいかつじったいちょうさとう

でも性別統計
せいべつとうけい

を公表
こうひょう

している東京都
とうきょうと

が、障害者差別解消
しょうがいしゃさべつかいしょう

の分
ぶ

野
んや

でも先駆的
せんくてき

にクロス統計
とうけい

の項目
こうもく

を入
い

れて頂
いただ

くことの意義
いぎ

は大
おお

きいと思
おも

います。

・事務局
じむきょく

の皆様
みなさま

にはご負担
ふたん

をおかけしますが、ご検討
けんとう

いただけると幸
さいわ

いです。

２．不動産関係
ふどうさんかんけい

の相談事例
そうだんじれい

について

・P2の不動産
ふどうさん

に関
かん

する相談事例
そうだんじれい

について、本件
ほんけん

については、診断書
しんだんしょ

を求
もと

めている理由
りゆう

が「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を提供
ていきょう

する」ためと考
かんが

えられる根拠
こんきょ

が読
よ

み込
こ

めず、

「障害者
しょうがいしゃ

ではない者
もの

に対
たい

しては付
ふ

さない条件付
じょうけんづ

け」をしている不当
ふとう

な差別的取
さべつてきと

り扱
あつか

いに該当
がいとう

するのではないかと思
おも

いました。例
たと

えば、身体障害
しんたいしょうがい

のある車
くるま

いす

ユーザーに対
たい

し、入居前
にゅうきょまえ

に必要
ひつよう

なバリアフリー設備
せつび

を整
ととの

えるため（合理的配慮提供
ごうりてきはいりょていきょう

のため）に診断書等
しんだんしょなど

を求
もと

めることは問題
もんだい

ないと思
おも

いますが、この場合
ばあい

は具
ぐ

体的
たいてき

にどのような合理的配慮
ごうりてきはいりょ

を提供
ていきょう

するために診断書
しんだんしょ

が必要
ひつよう

だったのでしょうか。「審査時間
しんさじかん

が長
なが

くかかる」といったことからも、今回
こんかい

のケースについて入居
にゅう

審査
きょしんさ

のための診断書
しんだんしょ

取付
とりつ

けであるとすれば、法
ほう

の趣旨
しゅし

に反
はん

するのではないかと思
おも

いました。



3 吉田
よしだ

　洋子
ようこ

　委員
いいん

障碍者権利擁護
しょうがいしゃけんりようご

センター開設以降
かいせついこう

、窓口
まどぐち

が出来
でき

たからでしょうか？申
もう

し立
た

てが増
ふ

えてきているように感
かん

じます。言
い

いたくてもどこへ行
い

っていったらいいか分
わ

からなかった方々
かたがた

が多
おお

かったのではないかと思
おも

えますので開設
かいせつ

されて良
よ

かった！と感謝
かんしゃ

いたします。

不当差別
ふとうさべつ

２５％は健常者
けんじょうしゃ

の方々
かたがた

が障害者
しょうがいしゃ

の動
うご

きの大変
たいへん

さなどを考
かんが

えられないことから起
お

こっているのではないかと思
おも

えますし、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

３２％も同様
どうよう

の基
き

盤
ばん

の上
うえ

に優
やさ

しさが薄
うす

れている社会
しゃかい

の中
なか

で起
お

こっていると思
おも

えてなりません。

私
わたし

は病気
びょうき

のため脚力
きゃくりょく

がなくなってきていますからカートをステッキ替
か

わりに使
つか

って歩
ある

いています。

歩
ある

くときは一生懸命
いっしょうけんめい

で痛
いた

みを我慢
がまん

してにこやかに歩
ある

こうと決
き

めています。が、歩
ある

きスマホをしている方
かた

は見
み

ていないのでぶつかってきます。必死
ひっし

になって避
さ

け

るのは私
わたし

で、にらみつけていく方
かた

が大半
たいはん

だというのが現状
げんじょう

です。これは自分
じぶん

が良
よ

ければラッキーだという社会
しゃかい

の風潮
ふうちょう

なのかもしれませんが障碍者
しょうがいしゃ

はなりたく

てなっているのではなくやむなくなってしまったのです。

優
やさ

しい社会
しゃかい

になるように働
はたら

きかけていただけたらとおもいます。

難病患者
なんびょうかんじゃ

は体
からだ

の形態
けいたい

に出
で

ていなくても動
うご

くのが大変
たいへん

になってきている方々
かたがた

が大勢
おおぜい

います。皆必死
みなひっし

になって自分
じぶん

で出来
でき

ることは自分
じぶん

でしてと頑張
がんば

っています

が、社会
しゃかい

の皆様
みなさま

にはわかってもらえないのが実情
じつじょう

です。

車椅子
くるまいす

に乗
の

らなければ行動出来
こうどうでき

ない方々
かたがた

だけでなく自力
じりき

で移動
いどう

している難病患者
なんびょうかんじゃ

へもも目
め

を向
む

けていただけたらと思
おも

います。

どうぞ宜
よろ

しくお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。

以上
いじょう



4 山鼻
やまはな

　恵子
けいこ

　委員
いいん

コロナ禍
か

の中
なか

、規模縮小
きぼしゅくしょう

とはいえ着実
ちゃくじつ

に普及活動
ふきゅうかつどう

を継続
けいぞく

いただいていることに感謝申
かんしゃもう

し上
うえ

げます。

本活動
ほんかつどう

が東京都
とうきょうと

の条例
じょうれい

に基
もと

づいているので、仕方
しかた

がないことかもしれませんが、「共生社会
きょうせいしゃかい

」「互
たが

いの人権尊重
じんけんそんちょう

」という点
てん

をもう少
すこ

し押
お

し出
だ

すことは可能
かのう

でしょ

うか。

「障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

」が強調
きょうちょう

されることで、かえって「障害者
しょうがいしゃ

」を別枠扱
べつわくあつか

いということが潜在意識
せんざいいしき

に刷
す

り込
こ

まれるのではとの懸念
けねん

があります。

また、「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」という概念
がいねん

が独
ひと

り歩
ある

きしている感
かん

が否
いな

めません。事業主側
じぎょうぬしがわ

は今
いま

まで普通
ふつう

にしていたことも「合理的配慮
ごうりてきはいりょ

」と言
い

われることで、どう対応
たいおう

してよ

いか戸惑
とまど

っている様子
ようす

が垣間見
かいまみ

られます。また、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

には「過度
かど

の負担
ふたん

」との兼
か

ね合
あ

いがあることも今一
いまひと

つ明確
めいかく

ではない印象
いんしょう

があります。

このような状況
じょうきょう

中、こどもの頃
ころ

から「障害
しょうがい

」の知識、理解
ちしき、りかい

を深
ふか

める事業
じぎょう

はとても価値
かち

あるものと思
おも

っております。幼少期
ようしょうき

に体感
たいかん

したことは、成長
せいちょう

してからの考
かんが

え

方
かた

、行動
こうどう

に影響
えいきょう

をおよぼすと感
かん

じておりますので、継続、拡充
けいぞく、かくじゅう

を望
のぞ

みます。

なお、普及・啓発事業
ふきゅう・けいはつじぎょう

も印刷物
いんさつぶつ

に限
かぎ

らず様々
さまざま

な媒体
ばいたい

を利用
りよう

して重層的
じゅうそうてき

に行
おこな

っていただくことを希望
きぼう

します。

5 石橋
いしばし

　恵二
けいじ

　委員
いいん

相談受付状況を見
そうだんうけつけじょうきょうをみ

て、あらためて精神・発達障害
せいしん・はったつしょうがい

の割合
わりあい

が高
たか

いと思
おも

いました。

行政
ぎょうせい

やサービスに関
かん

する合理的配慮
ごうりてきはいりょ

についての要望
ようぼう

や苦情
くじょう

が多
おお

くを占
し

めているようですが、これらの障害
しょうがい

のわかりづらさと障害
しょうがい

そのものをよく理解
りかい

してもら

えていないということだと考
かんが

えます。

障害
しょうがい

のない人
ひと

たちへの理解促進
りかいそくしん

を学校
がっこう

はもちろん、あらゆる場
ば

でしていくべきだと感
かん

じます。



6 関哉
せきや

　直人
なおと

　委員
いいん

①都権利擁護
とけんりようご

センターの取組
とりく

みについて、相談件数
そうだんけんすう

が多数
たすう

に及
およ

ぶにもかかわらず法
ほう

の求
もと

める調整
ちょうせい

を丁寧
ていねい

に行
おこな

っていただいていることに感謝申
かんしゃもう

し上
あ

げま

す。特
とく

に不当
ふとう

な差別的取扱
さべつてきとりあつか

いと思
おも

われる事案
じあん

について、一律
いちりつ

にルールを適用
てきよう

しないという原則
げんそく

を周知
しゅうち

されたり、一見正当
いっけんせいとう

な理由
りゆう

があると思
おも

われる事案
じあん

でも

まずは合理的配慮
ごうりてきはいりょ

により利用
りよう

が可能
かのう

かを検討
けんとう

することを助言
じょげん

され、建設的対話
けんせつてきたいわ

に結
むす

び付
つ

けることなど、「調整
ちょうせい

」を意識
いしき

された対応
たいおう

が窺
うかが

われ、相談担当者
そうだんたんとうしゃ

の意
い

識
しき

や整理
せいり

のし方
かた

が重要
じゅうよう

であると感
かん

じました。

②「相手方
あいてがた

の回答
かいとう

を相談者
そうだんしゃ

に伝
つた

え対応
たいおう

を終了
しゅうりょう

する」という対応
たいおう

はケースによっては相談者
そうだんしゃ

の納得
なっとく

という点
てん

で有効
ゆうこう

な解決方法
かいけつほうほう

であることは理解
りかい

できますが、相
あ

手方
いてがた

の対応
たいおう

の実効性
じっこうせい

の確保
かくほ

、事業
じぎょう

の本質的
ほんしつてき

な解決
かいけつ

（相談者
そうだんしゃ

の本質的
ほんしつてき

な納得
なっとく

）という観点
かんてん

からは望
のぞ

ましくない場合
ばあい

もあると思
おも

います。差別
さべつ

を解消
かいしょう

し当事者
とうじしゃ

の

意識
いしき

をもう一歩
いっぽ

進
すす

めるという観点
かんてん

から再度当事者同士
さいどとうじしゃどうし

の対話
たいわ

に戻
もど

したり、場合
ばあい

によりその場
ば

に相談担当者
そうだんたんとうしゃ

が立
た

ち会
あ

う取組
とりく

みが必要
ひつよう

かと思
おも

いました。

③区市町村
くしちょうそん

の相談
そうだん

について、都
と

が助言等
じょげんとう

で関
かか

わった事例
じれい

の紹介
しょうかい

や、相談対応
そうだんたいおう

について、区市町村
くしちょうそん

から都
と

に相談
そうだん

があった件数
けんすう

やその内容
ないよう

についても教
おし

え

ていただきたいと思
おも

いました。

④資料
しりょう

３－３の「医療・福祉分野
いりょう・ふくしぶんや

に関
かん

する相談
そうだん

」については、クリニックの対応
たいおう

が適切
てきせつ

なものであったのか、相談者
そうだんしゃ

は納得
なっとく

できたのか疑問
ぎもん

に思
おも

いました。



7 松本
まつもと

　亜岐子
あきこ

　委員
いいん

資料
しりょう

３－２のウについて。

不動産事業者
ふどうさんじぎょうしゃ

から、「診断書提出
しんだんしょていしゅつ

は入居
にゅうきょ

を妨
さまた

げるものではない。」との回答
かいとう

があったとの事
こと

ですが、当事者
とうじしゃ

の方
かた

にとっては、①診断書
しんだんしょ

の提出
ていしゅつ

の可能性
かのうせい

があ

る。②審査
しんさ

に数
すう

か月
げつ

かかるかも知
し

れない。と説明
せつめい

された事
こと

で、物件探
ぶっけんさが

しの精神的
せいしんてき

なハードルが非常
ひじょう

に上
あ

がってしまったのではないかと感
かん

じました。

また、障害
しょうがい

がない人
ひと

が物件
ぶっけん

を探
さが

している場合
ばあい

、審査
しんさ

に数
すう

か月
げつ

かかる事
こと

は稀
まれ

であり、この事
こと

を、合理的配慮
ごうりてきはいりょ

の為
ため

に必要
ひつよう

な時間
じかん

であるとする事
こと

には疑問
ぎもん

を感
かん

じ

ます。

このケースは当事者
とうじしゃ

の方
かた

に不動産事業者
ふどうさんじぎょうしゃ

の回答
かいとう

を伝
つた

える事
こと

で終了
しゅうりょう

していますが、その後無事
あとぶじ

に物件
ぶっけん

を見
み

つけ、入居
にゅうきょ

する事
こと

が出来
でき

たのか気
き

になります。不
ふ

動産事業者
どうさんじぎょうしゃ

がその後差別的
あとさべつてき

な対応
たいおう

をせずに、きちんと対応
たいおう

をしたのか、当事者
とうじしゃ

の方
かた

の聞
き

き取
と

りをする等
など

して確認
かくにん

する事
こと

は出来
でき

なかったのでしょうか？

２　令和
れいわ

2年度
ねんど

普及
ふきゅう

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

について

委員
いいん

氏名
しめい

内容
ないよう

1 川内
かわうち

　美
よし

彦
ひこ

　委員
いいん 資料

しりょう

４－２の相談事例集
そうだんじれいしゅう

の作成
さくせい

は有意義
ゆういぎ

だと思
おも

いますが、それぞれの案件
あんけん

に関
かか

わる法
ほう

や条例
じょうれい

の記述
きじゅつ

も併
あわ

せてお示
しめ

しいただけると理解
りかい

が深
ふか

まると思
おも

いま

す。またせっかく作
つく

るのですから、コロナ禍
か

でやりにくいとは思
おも

いますが、活用
かつよう

するプログラムとセットでお考
かんが

えいただければと思
おも

います。



2 曽田
そだ

　夏
なつ

記
き

　委員
いいん

①２．の「障害者理解研修
しょうがいしゃりかいけんしゅう

」は、「障害理解研修
しょうがいりかいけんしゅう

」に訂正
ていせい

した方
ほう

がよいかと思
おも

います。

　障害平等研修
しょうがいびょうどうけんしゅう

（DET）等
など

でも、社会
しゃかい

モデルの観点
かんてん

に立ち、「障害者
しょうがいしゃ

」ではなく「障害
しょうがい

」を理解
りかい

する研修
けんしゅう

であることを強調
きょうちょう

しているためです。

②４．の「区市町村向
くしちょうそんむ

け支援事業
しえんじぎょう

」、とても素晴
すば

らしい取
と

り組
く

みで、地元
じもと

でも何
なに

かできないかなと思
おも

いました。HPを検索
けんさく

してもなかなか情報
じょうほう

を見
み

つけられな

かったので、どのような事業
じぎょう

が採択
さいたく

されているかなど、詳細
しょうさい

がわかるURLなどあれば共有
きょうゆう

いただけたら幸
さいわ

いです。

3 石橋
いしばし

　恵二
けいじ

　委員
いいん 啓発事業

けいはつじぎょう

で新任研修
しんにんけんしゅう

に新規
しんき

で位置
いち

づけたことは良
よ

かったと思
おも

います。

また、差別解消
さべつかいしょう

に係
かか

る都職員向
としょくいんむ

け説明会
せつめいかい

が区市町村向
くしちょうそんむ

けにも拡大
かくだい

されれば支援事業
しえんじぎょう

の推進
すいしん

につながると思
おも

います。

３　その他
た

委員
いいん

氏名
しめい

内容
ないよう

1 川内
かわうち

　美
よし

彦
ひこ

　委員
いいん

区市町村
くしちょうそん

への相談
そうだん

がぐっと増
ふ

えてきたように思
おも

います。行政機関
ぎょうせいきかん

に対
たい

する訴
うった

えも多
おお

いようですし、区市町村職員
くしちょうそんしょくいん

への理解促進
りかいそくしん

を強化
きょうか

する必要
ひつよう

を感
かん

じます。


